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水戸市開発審査会付議基準の改正について 

 

１　改正の概要 

(1) 提案基準の改正 

開発行為又は建築物等の建築等について審査会の議を経た後に，その内容に変更が

生じた場合の手続を明確にするものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 提案基準８（地域振興に資する工場施設等）の改正 

本市では，第７次総合計画において高速自動車国道等のインターチェンジから半径

３キロメートルの範囲を「企業誘致検討ゾーン」として位置付け，産業系エリア指定

及び本基準を活用し，産業用地の確保に取り組んでいるところです。 

産業系エリア指定に先行して制定した本基準では，３つのインターチェンジ（水戸，

水戸南及び茨城町東）又は米沢工業団地を除く工業地域から半径１キロメートルの区

域内であることを申請地の要件としていますが，当該区域内で適地を見つけることが

難しく，許可実績に結びついていないのが現状です。 

このような課題を踏まえ，申請地及び建築物の用途の要件について産業系エリア指

定と同程度に緩和し，企業誘致の更なる推進を図るものです。 

 

 【産業系エリア指定】 

・水戸市市街化調整区域に係る開発行為等の許可基準に関する条例に基づき，インタ

ーチェンジから半径３キロメートルの範囲内であって，幅員９メートル以上の道路

に接し，かつ，一団の土地として利用見込みがある５ヘクタール以上の土地の区域

を指定 

・現在は下野地区（16 ヘクタール）を指定

・当初の付議に係る提案基準に適合 

・予定建築物等の用途及び敷地形状の

変更なし

・当初の付議に係る提案基準に不適合 

・予定建築物等の用途又は敷地形状の

変更あり

・審査会への付議を省略可

・再度審査会に付議 

（変更の内容が軽微で，立地判断に

影響を及ぼさないと市長が認める

ときは後日審査会に報告）
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＜新旧の要件の概要＞ 

※その他の要件（前面道路の幅員，申請地の面積等）に変更はありません。 

 

(3) 包括承認基準 10（大規模な流通業務施設）の改正 

本基準は，高速自動車国道等のインターチェンジ周辺や４車線以上の道路沿いにお

いて大規模な流通業務施設の立地を許容するものですが，流通業務の総合化及び効率

化の促進に関する法律の一部改正が令和７年４月に施行されたことから，法律名を改

めるとともに引用条項のずれを解消するものです。 

 

(4) 包括承認基準 15（社会福祉施設）の改正 

本基準は，保育施設，社会福祉施設又は更生保護施設の立地を許容するものですが，

都市計画法施行令の改正が令和７年７月に施行され，立地を許容すべき保育施設に乳

児等通園支援事業所が追加されたことから，当該施設を許可対象に含めるとともに文

言整理を行うものです。 

 

 

 改正前 改正後

 申請地の位置 IC（水戸，水戸南，茨城町東）

又は工業地域（米沢工業団地を

除く。）から半径１km の区域内

IC（水戸，水戸南，茨城町東，

水戸北，水戸大洗，茨城町西，

友部，那珂）から半径３km の範

囲内

 除外する区域 なし 風致地区，土砂災害警戒区域，

浸水想定区域（浸水深３ｍ以上）

 ※農用地区域，保安林及び急傾斜地崩壊危険区域は，判断基準にお

いて，原則として申請地に含まないこととされています。

 建築物の用途 工場施設，流通業務施設又は 
研究開発施設 
（準工業地域内に建築できない

ものを除く。）

工場施設，流通業務施設又は 
研究開発施設

 環境保全対策 工場施設のみ すべての施設

 【乳児等通園支援事業所】 

・保育所等に通っていない生後６か月から満３歳未満のこどもへの遊び及び生活の場

の提供（月 10 時間まで）並びにその保護者との面談及び当該保護者への援助を行う

事業所
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＜基準構成の新旧対照表＞ 

提案基準 

包括承認基準 

 

２　施行日 

令和８年１月１日 

 改正前 改正後

 １ 有料老人ホーム １ 有料老人ホーム

 ２ 社寺仏閣及び納骨堂 ２ 社寺仏閣及び納骨堂

 
３

土地区画整理事業の施行による建築物の

移転
３

土地区画整理事業の施行による建築物の

移転

 ４ 廃棄物処理施設等 ４ 廃棄物処理施設等

 ５ 医療･社会福祉施設職員の福利厚生施設 ５ 医療･社会福祉施設職員の福利厚生施設

 ６ 既存建築物の用途変更 ６ 既存建築物の用途変更

 ７ 既存工場施設等の敷地拡張 ７ 既存工場施設等の敷地拡張

 ８ 地域振興に資する工場施設等 ８ 地域振興に資する工場施設等

 ９ その他特に定めのないもの ９ その他特に定めのないもの

 改正前 改正後

 １ 指定既存集落内の自己用住宅 １ 指定既存集落内の自己用住宅

 ２ 指定既存集落内の小規模な工場等 ２ 指定既存集落内の小規模な工場等

 ３ 収用対象事業の施行による建築物の移転 ３ 収用対象事業の施行による建築物の移転

 ４ 既設団地内の住宅 ４ 既設団地内の住宅

 ５ 自己用住宅の敷地拡張 ５ 自己用住宅の敷地拡張

 ６ 自己用住宅への用途変更 ６ 自己用住宅への用途変更

 ７ 既存建築物の使用者の変更 ７ 既存建築物の使用者の変更

 ８ 小規模作業所等 ８ 小規模作業所等

 ９ 浸水想定区域における開発行為等 ９ 浸水想定区域における開発行為等

 10 大規模な流通業務施設 10 大規模な流通業務施設

 11 運動･レジャー施設の付属建築物 11 運動･レジャー施設の付属建築物

 12 介護老人保健施設 12 介護老人保健施設

 13 学校 13 学校

 14 医療施設 14 医療施設

 15 社会福祉施設 15 社会福祉施設等

 16 調剤薬局 16 調剤薬局

 17 公益上必要な建築物等の複合施設 17 公益上必要な建築物等の複合施設

 18 既存宅地における自己用住宅 18 既存宅地における自己用住宅


